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原油価格及び物価の高騰に伴い、光熱水費や燃料費等の影響を受けている町内の社会福

祉施設等（介護事業所、障害福祉サービス事業所、高齢者施設、医療機関、薬局）の経済

的負担を軽減し、安定したサービス提供体制を支援し、継続してサービスが提供できるよ

う、松崎町社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金を支給します。 

 

 

 

・令和４年 10 月１日現在、松崎町内で開設され、申請日時点で継続して社会福祉施設等 

を運営をしている法人又は個人 

 

 

 

・区分、事業形態、支給単位に応じた金額は次のとおりです。 

（別表）要綱第４条 

区分 事業形態 支給額 支給単位 

①介護保険サービス 

（ア）入所系 360,000円 施設単位 

（イ）通所系 96,000円 法人単位 

（ウ）訪問系 60,000円 法人単位 

②障害福祉サービス 

（ア）入所系 360,000円 施設単位 

（イ）通所系 96,000円 法人単位 

（ウ）訪問系 60,000円 法人単位 

③高齢者施設 有料老人ホーム 360,000円 施設単位 

④医療機関 
（ア）一般診療 60,000円 法人単位 

（イ）歯科診療 60,000円 法（個）人単位 

⑤薬局 薬局 60,000円 法人単位 

 

 

《事業形態毎のサービス種別》 

区分・事業形態毎に該当するサービス種別は次のとおりです。 

町内で設置されているサービス種別のみ掲載しています。 

区分 事業形態 サービス種別 

①介護保険サービス 

（ア）入所系 介護老人福祉施設 

（イ）通所系 
通所介護 

地域密着型通所介護 

（ウ）訪問系 

訪問介護 

訪問看護 

居宅介護支援 

松崎町社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金の支給について 

支給対象 

支援金 
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区分 事業形態 サービス種別 

②障害福祉サービス 

（ア）入所系 障害者支援施設 

（イ）通所系 生活介護 

（ウ）訪問系 

居宅介護 

同行援護 

相談支援 

③高齢者施設 有料老人ホーム 有料老人ホーム 

④医療機関 
（ア）一般診療 医業 

（イ）歯科診療 歯科医業 

⑤薬局 薬局 薬局 

※以下の場合は、支給対象外となりますので、ご注意ください。 

・申請日時点で休止中の事業（所） 

・令和４年 10 月１日以降に設置された事業(所) 

・みなし指定による事業（所） 

 

《支給金額の算定根拠》 

令和４年 10 月に社会福祉施設等に対し、原油価格及び物価の高騰に伴う光熱水費や燃 

料費等の経済的負担がどのくらい増加しているか調査した結果により、事業形態毎の負 

担額を算出し、支援金額を算定しています。 

 

 

 

・必要書類を提出 

 【必要書類】 

 ・松崎町社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金支給申請書兼請求書（様式第１号） 

 ・事業所一覧（別紙） 

 

 

 

 ・令和５年３月 10 日（金） ※必着  

 

 

 

・支援金の支給は、１区分１事業形態につき１回限り。 

・同一法人又は個人で複数の区分、事業形態のサービスを運営している場合は、法人又 

は個人単位で申請してください。 

・申請書の記入にあたっては、別途記入例を参照してください。 

 

 

  松崎町健康福祉課 介護保険係  ＴＥＬ：０５５８－４２－３９６６ 

申請方法 

申請期限 

留意事項 

申請･問合せ先 


